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核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，別紙の通り，「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の

変更認可の申請をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

  



別紙（1 / 1） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇所

を別添の通りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

１号大型カバーの上部架構の設置に伴い，コンクリートポンプ車及び高所送水

車の運用廃止を行うことから，下記の通り変更を行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2 特定原子力施設の構造及び設備，工事の計画 

 2.3 使用済燃料プール設備 

  本文 

  ・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う

記載削除 

 添付資料９ 

  ・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う

記載削除 

 添付資料１１ 

  ・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う 

変更 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第１編 （１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置) 

第４章 運転管理 

第１６条の２ 

・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う 

変更 

附則 

・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う 

変更 

 

第３編（保安に係る補足説明) 

 1 運転管理に係る補足説明 

 1.4 豪雨，台風，竜巻への対応 

・１号機使用済燃料プール非常用注水設備の代替注水手段の見直しに伴う 

記載削除 

 

以 上 
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2.3 使用済燃料プール設備 

2.3.1 基本設計 

2.3.1.1 設置の目的 

2.3.1.1.1 使用済燃料プール設置の目的 

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって，使用済燃料及び放射化された機器等の貯蔵を

目的に設置する。 

 

2.3.1.1.2 使用済燃料プール冷却系設置の目的 

既設の燃料プール冷却浄化系（以下，ＦＰＣ系）については，その機能が失われており，

復旧の見通しが立っていない状態であることから，使用済燃料プール内の燃料から発生する

崩壊熱を安定的に除去する必要がある。既設設備と新設設備とを組み合わせ，使用済燃料プ

ール水を冷却する系統である使用済燃料プール冷却系を構成し，使用済燃料プール水の冷却

を行う。なお，３，４号機については使用済燃料プール内に燃料がないことから，使用済燃

料プール冷却系を構成し冷却を行う必要はない。 

 

2.3.1.2 要求される機能 

2.3.1.2.1 使用済燃料プールの要求される機能 

(1) 臨界が防止されていることを適切に確認し，臨界を防止できる機能を有すること。 

(2) 使用済燃料プールからの漏えいを検出できること。 

(3) 基準地震動Ssによる地震力に対して安全機能が確保できること。 

 

2.3.1.2.2 使用済燃料プール冷却系の要求される機能 

(1) 使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去できること。 

(2) 使用済燃料プールに水を補給できること。  

(3) 異常時においても適切に対応できる機能を有すること。 

(4) 必要に応じて使用済燃料プール水の浄化ができる機能を有すること。 

(5) 建屋外への漏えいを防止できる機能を有すること。 

(6) 使用済燃料プール水の冷却状態を適切に監視できること。 

(7) 動的機器，駆動電源について多重性を有すること。 

 

2.3.1.3  設計方針 

2.3.1.3.1 使用済燃料プールの設計方針 

(1) 未臨界性 

使用済燃料プールは，燃料集合体を貯蔵容量最大に収容した場合でも通常時はもちろん，

想定されるいかなる場合でも，未臨界性を確保できる設計とすると共に，臨界が防止されて

いることを確認する。 
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(2) 漏えい監視 

使用済燃料プール水の漏えいが検出可能であることを確認する。 

 

(3) 構造強度 

使用済燃料プールは，地震荷重等の適切な組み合わせを考慮しても強度上耐え得ることを

確認する。 

 

2.3.1.3.2 使用済燃料プール冷却系の設計方針 

(1) 冷却機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール内の燃料の崩壊熱を熱交換器により連

続的に除去し，使用済燃料プール水の冷却を安定して継続できる設計とする。また，熱交換

器で除去した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ放出できる設計とする。 

 

(2) 補給機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールに水を補給できる設計とする。 

 

(3) 非常用注水機能 

非常用注水設備は，想定を超える地震や津波等による設備の破損・損傷，あるいは全電源

の喪失により使用済燃料プール循環冷却系の冷却機能が喪失した場合であっても使用済燃

料が露出しないように使用済燃料プールに注水できる設計とする。 

 

(4) 浄化機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール水の分析ができる設計とし，燃料被覆

管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏えい及び

使用済燃料プールの保有水の漏えい防止，使用済燃料プール水中の放射能濃度低減，微生物

腐食防止の観点から，必要な場合には，使用済燃料プール水の浄化ができる設計とする。 

 

(5) 漏えい防止機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，漏えいしがたい設計とし，万一，一次系（使用済燃料プ

ール水を熱交換器を介して循環させる系）から漏えいが発生しても建屋外への漏えいを防止

できる機能を有する設計とする。 

また，漏えいがあった場合に拡大を防止することができるように，漏えいの検出ができ，

漏えい箇所を隔離できる設計とする。 

 

(6) 構造強度 

使用済燃料プール循環冷却系は，材料の選定，製作及び検査について，適切と認められる
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規格及び基準によるものとする。 

 

(7) 監視機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールの保有水量及び水温，並びに循環流量

等の冷却状態の確認，使用済燃料プールからの放射性物質放出の抑制の程度及び漏えいの検

知に必要な主要パラメータが監視できるとともに，記録が可能な機能を有する設計とする。 

 

(8) 多重性・多様性 

使用済燃料プール循環冷却系のうち動的機器及び駆動電源は，多重性を備えた設計とする。

また，外部電源が喪失した場合にも冷却機能を確保できる設計とする。 

 

(9) 火災防護 

消火設備を設けることで，初期消火を行い，火災により，安全性を損なうことのないよう

にする。 

 

2.3.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) 使用済燃料プール水温が１号機において 60℃以下で，２号機において 65℃以下で     

あること。 

(2) 使用済燃料プールへ冷却水を補給できること。 

(3) 使用済燃料プール水がオーバーフロー水位付近にあること。 

 

2.3.1.5 主要な機器 

(1) 使用済燃料プール 

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって，全炉心及び１回取替量以上の燃料及び制御棒

の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器の取扱い及び貯蔵ができるスペースをもたせ

ている。使用済燃料プールの壁の厚さ及び水深は遮へいを考慮して，十分厚くとり，内面は

ステンレス鋼でライニングされた構造となっている。 

使用済燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間距離をとることにより，使用済燃料プール水温，

使用済燃料貯蔵ラック内燃料位置等について，想定されるいかなる場合でも実効増倍率を

0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止するように設計している。 

貯蔵燃料の未臨界性が確保されていることの確認として，使用済燃料プールの水温及び水

位の監視やモニタリングポストの監視を行う。また，貯蔵燃料の異常な発熱状態においても

未臨界性に影響する使用済燃料貯蔵ラック内の燃料位置が確保されていることの確認は，使

用済燃料プールの水質管理による使用済燃料プール内機器の腐食防止対策やオペフロ作業

時におけるガレキ等の異物落下防止対策を講じることにより行う。 

使用済燃料プール水の漏えいについては，現場の漏えい検出計又は使用済燃料プール水が
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スキマ・サージ・タンクへオーバーフローし，スキマ・サージ・タンク水位が著しい低下傾

向を示していないことにより監視する。 

 

(2) 使用済燃料プール冷却系 

a. 設備概要 

使用済燃料プール冷却系は，既設設備と新設設備を組み合わせ，使用済燃料プール内

の燃料から発生する崩壊熱を除去し，使用済燃料プール水を冷却するとともに燃料の冠

水を維持することを目的とし使用済燃料プール循環冷却系及び非常用注水設備で構成

する。なお，使用済燃料プール循環冷却系はポンプ，熱交換器等，非常用注水設備は電

動ポンプ，消防車等で構成する。 

 

b. 使用済燃料プール循環冷却系 

使用済燃料プール循環冷却系は，冷却機能及び補給機能を有する使用済燃料プール循

環冷却設備，漏えい防止機能を有する漏えい拡大防止設備，監視機能を有する監視設備，

浄化機能を有する浄化装置と，これら設備に供給する電源によって構成する。 

 

     (ⅰ)使用済燃料プール循環冷却設備 

使用済燃料プール循環冷却設備は，使用済燃料プール水を熱交換器を介して循環

させる系（以下，一次系）及び冷却水を熱交換器，エアフィンクーラを介して循環

させる系（以下，二次系）からなり，使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊

熱を一次系により除去し，二次系により大気へ放出することにより使用済燃料プー

ル水の冷却を行う。また，一次系は補給水ラインを持ち，使用済燃料プールに水を

補給する。 

使用済燃料プール循環冷却設備の冷却能力は，使用済燃料プール水温をコンクリ

ートの温度制限値である 65℃以下に保つこととして設定する。ただし，１号機に

おいては，使用済燃料プール循環冷却設備における最高使用温度である 60℃以下

に保つこととして設定する。また，使用済燃料プール循環冷却設備のポンプ等の動

的機器は，１系列 100%容量，１系列以上を予備とすることで多重性を有する設計

とする。 

 

ⅰ）一次系 

（１号機） 

既設のＦＰＣ系を使用し，ＦＰＣ系のポンプ，熱交換器，配管，計測・制御

機器等で構成され，使用済燃料プールスキマ・サージ・タンクより吸い込んだ

使用済燃料プール水をポンプにより循環させ，熱交換器を通した後に使用済燃

料プールに戻すことにより，使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を
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熱交換器で除去する。また，使用済燃料プールへの補給水ラインを設ける。 

 

（２号機） 

新設のポンプ，熱交換器，計測・制御機器及び既設のＦＰＣ系の配管（一部

新設を含む）等で構成され，使用済燃料プールスキマ・サージ・タンクより既

設のＦＰＣ系の配管を通って吸い込んだ使用済燃料プール水をポンプにより

循環させ，熱交換器を通した後に既設のＦＰＣ系の配管を通って使用済燃料プ

ールに戻すことにより，使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を熱交

換器で除去する。また，使用済燃料プールへの補給水ラインを設ける。 

 

ⅱ）二次系 

新設のポンプ，エアフィンクーラ，サージタンク，配管，計測・制御機器等

で構成され，一次系の熱交換器で除去した使用済燃料プール内の燃料から発生

する崩壊熱を，エアフィンクーラにより大気に放出する。これら二次系設備は

１，２号機共用設備とする。 

 

(ⅱ) 漏えい拡大防止設備 

使用済燃料プール循環冷却設備（２号機）は，新設の機器・配管を使用している

ことから，使用済燃料プール循環冷却設備の一次系系統水の系外及び建屋外への漏

えいを最小限に留めるために，新設設備の損傷等による漏えいに対し，系統の自動

停止のインターロックを設け，系統の出入口弁を自動閉とし，ポンプを自動停止で

きる設計とする。また，使用済燃料プール循環冷却設備一次系の設備はすべて建屋

内に設置し（１，２号機），設備の破損等による建屋外への漏えい経路には堰を設

けることにより，一次系系統水の建屋外への漏えいを防止する。 

 

(ⅲ) 監視設備 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールの保有水量，冷却状態，漏え

い等を監視できるとともに記録可能な監視設備を設ける。使用済燃料プールの保有

水量については，スキマ・サージ・タンクへオーバーフローしていることをスキマ・

サージ・タンク水位により監視する。スキマ・サージ・タンクの水位は，一次系ポ

ンプ吸込側圧力計又はスキマ・サージ・タンク水位計により監視し，一次系ポンプ

吸込側圧力計及びスキマ・サージ・タンク水位計は，それぞれ免震重要棟内にある

監視室のモニタで監視する。 

使用済燃料プール水の冷却状態については使用済燃料プール循環冷却設備一次

系流量，一次系圧力及び熱交換器入口及び出口温度を免震重要棟内にある監視室の

モニタで監視できるとともに，記録が可能な機能を有する設計とする。 
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また，使用済燃料プールから大気への放射性物質の移行の程度は，試験により確

認された水温と大気への移行率の関係に基づく温度確認により把握できることか

ら，使用済燃料プール水温を免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。 

使用済燃料プール循環冷却設備一次系からの漏えいについては，使用済燃料プー

ルと同様，スキマ・サージ・タンク水位で監視する。２号機においては，一次系差

流量を免震重要棟内にある監視室のモニタで監視する。 

また，一次系から二次系への漏えいについては，放射線モニタや一次系差流量に

より免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。 

漏えいを検知した場合や流量もしくは圧力の低下が発生した際は，免震重要棟内

にある監視室内に警報が発報する。また，系統に異常が確認された際は，免震重要

棟集中監視室の緊急停止ボタンにより手動停止を可能とする。 

 

(ⅳ) 電源 

   使用済燃料プール循環冷却系の電源は異なる送電系統で 2 回線の外部電源から

受電できる構成とする。 

外部電源喪失の場合でも，所内共通ディーゼル発電機又は専用のディーゼル発電

機から電源を供給することで運転が可能な構成とする。 

 

(ⅴ) 浄化装置 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール循環冷却設備一次系から使用

済燃料プール水の水質測定をするためのサンプリングが可能であり，燃料被覆管あ

るいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏えい

及び使用済燃料プール保有水の漏えい防止，使用済燃料プール水中の放射能濃度低

減，微生物腐食防止の観点から必要な場合には，使用済燃料プールへの薬液の注入

や使用済燃料プール水の浄化ができるよう配管等を設け，モバイル式処理装置（放

射能除去装置，塩分除去装置）を配備する。モバイル式処理装置は，移動式の設備

であり，１～４号機の使用済燃料プール水質に応じた浄化作業ができ，使用時のみ

設置する。なお，モバイル式処理装置（放射能除去装置）については，１号機のみ

の使用とする。 

 

 

c. 非常用注水設備 

非常用注水設備は，発電所に配備している電動ポンプ，消防車，消防ホース等からなり，

非常用注水機能を有する。非常用注水設備による注水は，電動ポンプや消防車等により，

ろ過水タンク，原水地下タンク，または海水を水源とし，既設のＦＰＣ系配管等にホース

等を接続することにより行う。 
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2.3.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

津波等により，万が一，使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に

喪失する場合は，使用済燃料プールの冷却を再開できるよう，消防車等を配備する。 

 

(2) 火災 

使用済燃料プール循環冷却系の現場制御室の制御盤等からの火災が考えられることから，

初期消火の対応ができるよう，近傍に消火器を設置する。 

 

2.3.1.7 構造強度及び耐震性 

2.3.1.7.1 使用済燃料プールの構造強度及び耐震性 

 使用済燃料プールは鉄筋コンクリート構造であり，内側に鋼製ライナを設置して漏えい防

止機能を確保する。使用済燃料プールは，原子炉建屋の３階から４階にかけて設置されてお

り，原子炉建屋の壁や床と一体構造となっている。耐震性に関する検討については，現状の

原子炉建屋の損傷状況を反映した解析モデルを作成し，基準地震動 Ss を入力地震動とした

時刻歴応答解析などにより，評価を行う。 

 

2.3.1.7.2 使用済燃料プール冷却系の構造強度及び耐震性 

(1) 構造強度 

使用済燃料プール冷却系のうち使用済燃料プール循環冷却系は，技術基準上，燃料プール

冷却浄化系及び原子炉補機冷却系に相当するクラス３機器と位置付けられる。この適用規格

は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下，設計・建設規格という）」

で規定されるものであるが，設計・建設規格は，鋼材を基本とした要求事項を設定したもの

であり，耐圧ホース等の非金属材についての基準がない。従って，鋼材を使用している設備

については，設計・建設規格のクラス３機器相当での評価を行い，非金属材料については，

当該設備に加わる機械的荷重により損傷に至らないことをもって評価を行う。この際，当該

の設備が JIS や独自の製品規格等を有している場合や，試験等を実施した場合はその結果な

どを活用し，評価を行う。また，溶接部については，耐圧試験，系統機能試験等を行い，有

意な変形や漏えい等のないことをもって評価を行なう。 

なお，使用済燃料プール冷却系のうち非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当する

クラス２機器と位置付けられるが，消防車，消防ホース等は常設機器ではなく使用時にのみ

設置するものであることから構造強度が求められるものではないが，１，２号機のホースの

接続口については既設のＦＰＣ系配管であり，クラス３機器として設計されている。これに

ついてはクラス２に対してグレードが劣るが，当該部は東北地方太平洋沖地震，その後の津

波でも健全性が維持されていた。 
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(2) 耐震性 

使用済燃料プール冷却系のうち使用済燃料プール循環冷却系は耐震設計審査指針上の B

クラスの設備と位置づけられることから，その主要設備については，静的震度（1.8Ci）に

基づく構造強度評価及び共振の恐れがある場合は動的解析を行い，評価基準値を満足するこ

とを原則とする。 

耐震性に関する評価にあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」に準拠す

ることを基本とするが，必要に応じてその他の適切と認められる指針や試験結果等を用いた

現実的な評価を行う。 

なお，使用済燃料プール冷却系のうち非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当する

ものであり耐震設計審査指針上は Sクラスと位置づけられるが，消防車，消防ホース等は常

設機器ではなく使用時にのみ設置するものであることから耐震性は求められるものではな

い。一方，１，２号機のホースの接続口については既設のＦＰＣ系配管であり，耐震 Bクラ

スとして設計されている。これについては Sクラスに対してグレードが劣るが，当該部は東

北地方太平洋沖地震，その後の津波でも健全性が維持されていた。 

 

2.3.1.8 機器の故障への対応 

2.3.1.8.1 使用済燃料プール循環冷却系の機器の単一故障 

(1) 一次系又は二次系ポンプ故障 

一次系又は二次系ポンプが故障した場合は，現場に移動し，待機号機の起動を行い，使

用済燃料プールの循環冷却を再開する。 

 

(2) 電源喪失 

使用済燃料プール循環冷却系の電源が外部電源喪失や所内電源喪失により喪失した場

合，電源の切替に長時間を要しない場合（目安時間：約１日）は，電源の切替操作により

使用済燃料プールの循環冷却を再開する。電源切替に長時間を要する場合（目安時間：約

２日以上）は，非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより，使用

済燃料プール水の冷却を行う。 

  電源喪失に伴う非常用注水設備の電源喪失時は，予め免震重要棟付近に待機している電

源車等を用いて非常用注水設備の電源を復旧し，使用済燃料プールへの注水を行う。  

 

(3) 一次系循環ラインの損傷 

使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は，循環ライン内の一

次系系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから，系外へ漏えいした一次系系統

水を建屋内に設置した堰により滞留させた後，漏えい水を建屋地下（２号機は廃棄物処理

建屋地下）に移送する。 

移送後，一次系循環ラインの復旧に長時間を要しない場合は，復旧後，使用済燃料プー
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ルの循環冷却を再開する。復旧に長時間を要する場合は，非常用注水設備による使用済燃

料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プール水の冷却を行う。 

 

2.3.1.8.2 使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統・機器の同時機能喪失 

地震，津波等により，万が一，使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が

同時に喪失した場合には，現場状況に応じて，予め免震重要棟西側（T.P.約 35m）に待機し

ている消防車等の配備を行い，使用済燃料プール水の冷却を再開する。使用済燃料プール循

環冷却の機能が停止してから，燃料の露出を確実に防止でき且つ水遮へいが有効とされる使

用済燃料の有効燃料頂部の上部２ｍに至るまでは最短でも２号機における約 98日であるこ

とから，使用済燃料プール水の冷却を確保することは可能である。 

 

2.3.1.8.3 異常時の評価 

使用済燃料プール循環冷却系の機能が喪失した事故時や非常用注水設備が機能喪失した

シビアアクシデント相当を想定した場合においても，使用済燃料の冠水は確保され，使用済

燃料から発生する崩壊熱を確実に除去することが可能である。 
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2.3.2 基本仕様 

2.3.2.1 １号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1) ＦＰＣポンプ（既設品） 

台  数        2 

容  量        91.92m3/h（1台あたり） 

揚  程        91.5m 

最高使用圧力      1.03MPa 

最高使用温度      65.5℃ 

負荷容量        45kW（1台あたり） 

 

(2) ＦＰＣ熱交換器（既設品） 

型  式        横形 U字管式 

基  数        1（B 系利用） 

伝熱面積        25.6m2（1基あたり） 

（交換熱量）      （0.32MW／基）  

最高使用圧力      一次側 1.38MPa，二次側 0.7MPa 

最高使用温度      一次側 60℃，二次側 60℃ 

 

(3) 二次系ポンプ（完成品） 

台  数        3 

容  量        80m3/h（1 台あたり） 

揚  程        20m 

最高使用圧力      0.5MPa 

最高使用温度      70℃ 

負荷容量        7.5kW（1 台あたり） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

(4) エアフィンクーラ（完成品） 

型  式        密閉型 

基  数        3 

交換熱量        0.435MW（1基あたり） 

最高使用圧力      0.5MPa 

最高使用温度      60℃ 

負荷容量        22.2kW（1 基あたり） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 
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(5) サージタンク（完成品） 

型  式        密閉型 

基  数        2 

容  量        1 m3（1基あたり） 

最高使用圧力      0.15MPa 

最高使用温度      95℃ 

胴内径         1000mm 

胴板厚さ        6mm 

上部鏡板厚さ      6mm 

下部鏡板厚さ      6mm  

高さ          1900mm 

胴板材料        SS400 

上部鏡板材料      SS400 

下部鏡板材料      SS400 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

(6) 温度計 

  型  式     熱電対 

  計測範囲    0℃～300℃ 

  個  数    1 

 

(7) 消防車 

  基  数    1 

  規格放水圧力      0.7MPa 以上 

  放水性能    60m3/h 以上 

  高圧放水圧力      1.0MPa 以上 

  放水性能        36m3/h 以上 

  燃料タンク容量，消費量 約 63ｌ（参考値），約 37ｌ/h（参考値）  

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備および使用済燃料共用プール設備と共用 

 

(8) 電動ポンプ(完成品) 

  台  数    1 

  容  量    72m3/h 

  揚  程    85m 

  負荷容量        37kW 

  ※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用  
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(9) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（一次系） 

  台  数        1 

  容  量        270kVA 以上 

  力  率        約 0.8（遅れ） 

  電  圧        約 200V 以上 

  周 波 数        50Hz 

  燃料タンク容量，消費量 約 490ｌ（参考値），約 45.7ｌ/h（参考値） 

 

(10) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（二次系） 

  台  数        1 

  容  量        200kVA 以上 

  力  率        約 0.8（遅れ） 

  電  圧        約 200V 以上 

  周 波 数        50Hz 

  燃料タンク容量，消費量 約 380ｌ（参考値），約 33.1ｌ/h（参考値） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

(11) モバイル式処理装置（放射能除去装置）（完成品：供用中） 

  系 列 数        1 

  処 理 量        約 20m3/h 

 

(12) モバイル式処理装置（放射能除去装置）吸着塔（完成品） 

  塔 数          1 

 

(13) モバイル式処理装置（塩分除去装置（RO膜装置））（完成品：供用中） 

（1～4号機共通） 

  系 列 数        1 

  処 理 量        約 4.2m3/h 

 

(14) モバイル式処理装置（塩分除去装置（イオン交換装置））（完成品：供用中） 

（1～4号機共通） 

  系 列 数        1 

  処 理 量        約 10m3/h 
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表２．３－１ 主要配管仕様（１／２） 

名 称 仕 様 

一次系主要配管（既設） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG410S／SUS304TP 

1.38MPa／1.03MPa 

60℃ 

二次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

65A／Sch.40 

80A／Sch.40 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

STPG370／STPT370 

0.5MPa/0.15MPa 

60℃ 

二次系フレキシブルチュ

ーブ 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A 相当 

SUS304 

0.5MPa 

60℃ 

二次系ポリエチレン管 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A，150A 相当 

ポリエチレン 

0.5MPa 

40℃ 

一次系主要配管（既設）

からモバイル式処理装置

入口，出口まで（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

65A／Sch.40 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

SUS316LTP 

1.0MPa 

66℃ 

一次系主要配管（既設）

からモバイル式処理装置

入口，出口まで（フレキ

シブルチューブ） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A，150A 相当 

SUS316L 

1.0MPa 

66℃ 

一次系主要配管（既設）

からモバイル式処理装置

入口，出口まで（耐圧ホ

ース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当（二重管） 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 
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表２．３－１ 主要配管仕様（２／２） 

名 称 仕 様 

モバイル式処理装置（塩

分除去装置（RO膜装置））

濃縮水タンク出口から１

号機原子炉建屋地下排水

口まで（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当（二重管） 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 

モバイル式処理装置（放

射能除去装置）内配管 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.40 

STPG370 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.40 

SUS316L 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当（二重管） 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 

モバイル式処理装置（塩

分除去装置（RO膜装置））

内配管 

（1～4号機共通） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.10 

SUS304TP 

1.0MPa 

66℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A，50A 相当 

ポリ塩化ビニル 

1.0MPa 

66℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A 相当 

耐油性合成ゴム 

1.0MPa 

66℃ 

モバイル式処理装置（塩

分除去装置（イオン交換

装置））内配管 

（1～4号機共通） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.10 

SUS316TP 

1.0MPa 

66℃ 
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2.3.2.2 2号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1) 一次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

容  量        100m3/h（1 台あたり） 

揚  程        60m 

最高使用圧力      1.0MPa 

最高使用温度      100℃ 

負荷容量        30kW（1台あたり） 

 

(2) 熱交換器（完成品） 

型  式        プレート式 

基  数        2 

伝熱面積        32.86m2（1基あたり） 

（交換熱量）      （1.17MW／基） 

最高使用圧力      一次側 1.0MPa，二次側 0.5MPa 

最高使用温度      一次側 100℃，二次側 100℃ 

 

(3) 二次系ポンプ（完成品） 

台  数        3 

容  量        80m3/h（1 台あたり） 

揚  程        20m 

最高使用圧力      0.5MPa 

最高使用温度      70℃ 

負荷容量        7.5kW（1 台あたり） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

(4) エアフィンクーラ（完成品） 

型  式        密閉型 

基  数        3 

交換熱量        0.435MW（1基あたり） 

最高使用圧力      0.5MPa 

最高使用温度 60℃ 

負荷容量        22.2kW（1 基あたり） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 
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(5) サージタンク（完成品） 

型  式        密閉型 

基  数        2 

容  量        1 m3（1基あたり） 

最高使用圧力      0.15MPa 

最高使用温度      95℃ 

胴内径         1000mm 

胴板厚さ        6mm 

上部鏡板厚さ      6mm 

下部鏡板厚さ      6mm  

高さ          1900mm 

胴板材料        SS400 

上部鏡板材料      SS400 

下部鏡板材料      SS400 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

(6) 温度計 

  型  式     熱電対 

  計測範囲    0℃～100℃ 

  個  数    1 

 

(7) 消防車 

  基  数    1 

  規格放水圧力      0.7MPa 以上 

  放水性能    60m3/h 以上 

  高圧放水圧力      1.0MPa 以上 

  放水性能        36m3/h 以上 

燃料タンク容量，消費量 約 63ｌ（参考値），約 37ｌ/h（参考値） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備および使用済燃料共用プール設備と共用 

 

(8) 電動ポンプ(完成品) 

  台  数    1 

  容  量    72m3/h 

  揚  程    85m 

  負荷容量        37kW 

  ※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 
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(9) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（一次系） 

台  数        1 

  容  量        200kVA 以上 

  力  率        約 0.8（遅れ） 

  電  圧        約 200V 以上 

  周 波 数        50Hz 

  燃料タンク容量，消費量 約 380ｌ（参考値），約 33.1ｌ/h（参考値） 

 

(10) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（二次系） 

  台  数        1 

  容  量        200kVA 以上 

  力  率        約 0.8（遅れ） 

  電  圧        約 200V 以上 

  周 波 数        50Hz 

  燃料タンク容量，消費量 約 380ｌ（参考値），約 33.1ｌ/h（参考値） 

※１，２号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用 
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 2.3.3 添付資料 

添付資料－１  使用済燃料プール概要図 

添付資料－２  使用済燃料プール冷却系系統概略図 

添付資料－３  漏えい拡大防止設備概要図 

添付資料－４  セシウム溶液の大気中へのセシウム移行率確認試験 

添付資料－５  使用済燃料プール保有水から大気への放射性物質の移行程度の評価 

添付資料－６  使用済燃料プール水の塩化物イオン濃度の目標値について 

添付資料－７  使用済燃料プールの構造強度及び耐震性に関する説明書 

添付資料－８  １，２号機使用済燃料プール循環冷却系及び３，４号機使用済燃料プール

循環系の新設設備の構造強度及び耐震性に係る説明書 

添付資料－９  使用済燃料プール冷却系機能喪失評価 

添付資料－１０ 使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 

添付資料－１１ 有効燃料頂部＋２ｍにおける線量評価 

添付資料－１２ 使用済燃料プール浄化装置について 

添付資料－１３ １，２号機使用済燃料プール循環冷却系二次系設備の共用化について 

添付資料－１４ ３，４号機使用済燃料プール循環系について 
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使用済燃料プール冷却系機能喪失評価 

 

(1)  原因 

使用済燃料プール冷却中に，ポンプ故障や地震・津波等の原因により使用済燃料プー

ル冷却系が機能喪失し，使用済燃料プールの冷却が停止し，使用済燃料プール水の温度

が上昇すると共に使用済燃料プール水位が低下する。 

 

(2)  対策及び保護機能 

a. 一次系又は二次系ポンプが故障した場合は，現場に移動し，待機号機の起動を行い，

使用済燃料プールの循環冷却を再開する。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 1時間程度）※ 

b. 使用済燃料プール循環冷却系の電源喪失時において，外部電源および所内電源の切替

に長時間を要する場合（目安時間：約２日以上）は，非常用注水設備による使用済燃

料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プールの冷却を行う。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 3時間程度）※ 

c. 使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は，循環ライン内の

一次系系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから，系外へ漏えいした一次

系系統水を建屋内に設置した堰により滞留させた後，漏えい水を建屋地下（２～３号

機は原子炉建屋地下，４号機は廃棄物処理建屋地下又は原子炉建屋地下）に移送する。

移送後，一次系循環ラインの復旧に長時間を要する場合は，非常用注水設備による使

用済燃料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プールの冷却を行う。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 6時間程度）※ 

d. 地震・津波等により使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に

喪失した場合には，現場状況に応じて，予め免震重要棟西側（T.P.約 35m）に待機し

ている消防車の配備を行い，使用済燃料プールの冷却を再開する。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 3時間程度）※ 

※：所要時間（目安）とは復旧作業の着手から完了までの時間（目安）である。 

   

(3)  評価条件及び評価結果 

a. 評価条件 

(a) 保守的に使用済燃料から発生する崩壊熱は全て使用済燃料プール水の温度上昇に寄

与するものとし，外部への放熱は考慮しないものとする。 

(b) 使用済燃料から発生する崩壊熱は，次に示す値とする。 

1号機：0.07MW  2号機：0.19MW  3号機：0.16MW 

（平成 28年 3月 1日時点の ORIGEN評価値） 
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なお，平成 28 年 3 月 1 日時点及び 1～3 年後の各号機における使用済燃料プールか

ら発生する崩壊熱は以下のとおりである。 

 使用済燃料崩壊熱［MW］※ 

号機 
平成 28年 3月 1日 

時点 

平成 29年 3月 1日 

時点(1年後) 

平成 30年 3月 1日 

時点(2年後) 

平成 31年 3月 1日 

時点(3年後) 

1号 0.07 0.07 0.06 0.06 

2号 0.19 0.17 0.17 0.16 

3号 0.16 0.15 0.14 0.14 

※各燃料について，プラント停止時（平成 23年 3月 11日時点）の各燃料の燃焼度（運転データ）を

入力し，計算コード ORIGENを用いて計算 

 

(c) 保守的に使用済燃料プール水の初期温度は 65℃とする。 

 

b. 評価結果 

使用済燃料プール冷却系が機能喪失している間，使用済燃料プール水位が水遮へい

が有効とされる有効燃料頂部＋２ｍに至るまでの期間は以下の通りとなる。 

1号機：約 203日， 2号機：約 98日 

 

(4)  判断基準への適合性の検討 

本事象に対する判断基準は，「使用済燃料から発生する崩壊熱を確実に除去できるこ

と」である。 

使用済燃料プール循環冷却系の機能喪失後，使用済燃料プール水位が有効燃料頂部＋

２ｍに至るまでには，最短で２号機において約 98日程度の時間的余裕がある。このこと

から，他に緊急度の高い復旧作業がある場合は，そちらを優先して実施することになる

が，使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は事前の準備が整い次第，速やかに

実施することで使用済燃料プールの冷却を再開する。なお，有効燃料頂部＋２ｍでの使

用済燃料プール近くのオペフロや原子炉建屋周辺における線量率は十分低いと評価して

おり，使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は十分可能と考えられる。 

以上により，使用済燃料プール冷却系の機能が喪失した場合でも，燃料の冠水は確保

され，使用済燃料から発生する崩壊熱が確実に除去されることから，判断基準は満足さ

れる。 

 

 



添付資料－１１ 
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有効燃料頂部＋２ｍにおける線量評価 

 

 使用済燃料プール循環冷却設備の機能が喪失した場合，非常用注水設備等を用いて使

用済燃料プールの冷却を再開する必要がある。冷却再開にあたり，有効燃料頂部＋２ｍに

おいても，使用済燃料プール近くのオペフロ及び原子炉建屋周辺での作業が可能な線量か

どうかの評価を行った。 

 

１．評価条件 

  評価条件は以下の通りである。 

   （１）冷却期間の短い使用済燃料体数が多い４号機使用済燃料プールについて評価。 

（使用済燃料の照射期間及び冷却期間は燃料毎に考慮，評価日は H23.4.22 時点） 

（２）ORIGEN2 により使用済燃料の線源強度を計算し，この線源強度を用い MCNP

により線量率を計算。 

（３）線量率の評価位置は，使用済燃料プール真上「オペフロ＋５m 高さ」。 

 

２．評価結果 

 評価結果を下記表に示す。 

 

有効燃料頂部からの水位（m） 線量率（mＳv／h） 

０ ３×１０４ 

１ ８×１０１ 

２ ３×１０－１ 

 

  評価位置は使用済燃料プール真上「オペフロ＋５ｍ」であるが，面線源であることを

考慮するとオペフロ高さにおいても同程度の評価結果になると考える。 

以上の結果より，使用済燃料プール水位が有効燃料頂部から水深２ｍ確保されていれ

ば，使用済燃料による線量率は十分低いことから，消防車が使用できない場合の使用済

燃料プール近くのオペフロ作業や非常用注水設備等を用いた冷却作業は十分可能と考え

る。 

  なお，現在及び今後は，さらに使用済燃料の冷却期間が経過しており，線量率はより

小さくなる。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第１編 

 
（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置） 
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（異常時のための措置） 

第１６条の２ 

原子炉注水設備について異常時の措置の活動を行うための体制の整備として，次の措置

を講じる。 

（１）１～６号機械設備ＧＭ及び当直長は，原子炉注水設備について異常時の措置の活動

を行うための訓練を，１年に１回以上実施する。 

（２）１～６号機械設備ＧＭは，表１６の２－１に定める異常時の措置の活動を行うため

に必要な消防車を配備し，１ヶ月に１回点検を行う。 

（３）１～６号機械設備ＧＭは，異常時の措置の活動に必要な（２）以外のその他資機材

を定め，配備する。 

（４）１～６号機械設備ＧＭは，表１６の２－１に示す消防車を操作するために必要な要

員を確保する。 

（５）１～６号機械設備ＧＭは，（１），（３）及び（４）に定める事項について，当直長は，

（１）に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要

な措置を講じる。 

 

表１６の２－１ 

設 備 関連条文 台 数 

消防車 第１８条 ３台 

 

２．使用済燃料プール循環冷却設備について異常時の措置の活動を行うための体制の整備

として，次の措置を講じる。 

（１）１～６号機械設備ＧＭは，使用済燃料プール循環冷却設備について異常時の措置の

活動を行うための訓練を，１年に１回以上実施する。 

（２）１～６号機械設備ＧＭは，表１６の２－２に定める異常時の措置の活動を行うため

に必要な消防車を配備し，１ヶ月に１回点検を行う。 

（３）１～６号機械設備ＧＭは，異常時の措置の活動に必要な（２）以外のその他資機材

を定め，配備する。 

（４）１～６号機械設備ＧＭは，表１６の２－２に示す消防車を操作するために必要な要

員を確保する。 

（５）１～６号機械設備ＧＭは，（１），（３）及び（４）に定める事項について定期的に評

価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 
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表１６の２－２ 

設 備 関連条文 台 数 

消防車 第２０条，第２２条 １台※１ 

※１：使用済燃料共用プール設備と共用 

 

３．電気設備について異常時の措置の活動を行うための体制の整備として，次の措置を講

じる。 

（１）電気設備保守ＧＭは，電気設備について異常時の措置の活動（電源車の使用）を行

うための訓練を，１年に１回以上実施する。 

（２）電気設備保守ＧＭは，表１６の２－３に定める異常時の措置の活動を行うために必

要な電源車を配備し，１ヶ月に１回点検を行う。 

（３）当直長は，表１６の２－３に定める異常時の措置の活動を行うために必要な所内共

通ディーゼル発電機※２の動作確認を１ヶ月に１回行う。 

（４）電気設備保守ＧＭは，異常時の措置の活動に必要な（２）以外のその他資機材を定

め，配備する。 

（５）電気設備保守ＧＭは，表１６の２－３に示す電源車を操作するために必要な要員を

確保する。 

（６）当直長は，表１６の２－３に示す所内共通ディーゼル発電機※２を操作するために必

要な要員を確保する。 

（７）電気設備保守ＧＭは，（１），（４）及び（５）に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

表１６の２－３ 

設 備 関連条文 台 数 

電源車 第２８条 ２台 

所内共通 

ディーゼル発電機※２ 
第２８条 １台 

 ※２：「所内共通ディーゼル発電機」とは，所内共通ディーゼル発電機Ａ系（４号炉Ｂ系

ディーゼル発電機）又は所内共通ディーゼル発電機Ｂ系（２号炉Ｂ系ディーゼル

発電機）をいう。以下，第２８条において同じ。 
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４．使用済燃料共用プール設備について異常時の措置の活動を行うための体制の整備とし

て，次の措置を講じる。 

（１）共用機械設備ＧＭは，使用済燃料共用プール設備について異常時の措置の活動を行

うための訓練を，１年に１回以上実施する。 

（２）共用機械設備ＧＭは，表１６の２－４に定める異常時の措置の活動を行うために必

要な消防車を配備し，１ヶ月に１回点検を行う。 

（３）共用機械設備ＧＭは，異常時の措置の活動に必要な（２）以外のその他資機材を定

め，配備する。 

（４）共用機械設備ＧＭは，表１６の２－４に示す消防車を操作するために必要な要員を

確保する。 

（５）共用機械設備ＧＭは，（１），（３）及び（４）に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

表１６の２－４ 

設 備 関連条文 台 数 

消防車 第２１条 １台※３ 

 ※３：使用済燃料プール循環冷却設備と共用 

 

５．多核種除去設備及び増設多核種除去設備で発生した二次廃棄物※４を収納した高性能容

器について異常時の措置の活動を行うための体制の整備として，次の措置を講じる。 

（１）水処理計画ＧＭは，多核種除去設備及び増設多核種除去設備で発生した二次廃棄物※

４を収納した高性能容器について異常時の措置の活動を行うための訓練を，１年に１回

以上実施する。 

（２）水処理計画ＧＭは，表１６の２－５に定める異常時の措置の活動を行うために必要

な吸引設備を配備し，１ヶ月に１回点検を行う。 

（３）水処理計画ＧＭは，異常時の措置の活動に必要な（２）以外のその他資機材を定め，

配備する。 

（４）水処理計画ＧＭは，表１６の２－５に示す吸引設備を操作するために必要な要員を

確保する。 

（５）水処理計画ＧＭは，（１），（３）及び（４）に定める事項について定期的に評価を行

うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※４：「二次廃棄物」とは，沈殿処理生成物及び使用済吸着材をいう。以下，第４０条に

おいて同じ。 
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表１６の２－５ 

設 備 関連条文 台 数 

吸引設備 第４０条 １台 
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附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

附則（令和８年５月１８日 原規規発第 2605181 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の２の表４２の２－１における固体廃棄物貯蔵庫第１１棟排気口から放出さ

れる放射性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１１棟の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１１棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１１棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和８年３月２３日 原規規発第 2603231 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第３条及び第３８条の２については，非管理区域又は汚染のおそれのない管理対象区

域から発生する廃棄物を構外へ搬出しようとする日から適用することとし，それまでの

間は従前の例による。 

 

附則（令和８年２月２４日 原規規発第 2602241 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，配電・電路グループの組織

変更を行う日から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第９条，第１１条，第１８条，第２０条，第２１条，第２２条，第２３条，第２４条，

第２５条，第２６条，第２６条の２，第２７条，第２８条，第２９条，第３０条，第３

１条，第３２条，第３３条，第８１条及び第８２条については，原子力規制委員会の認

可を受けた後，東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃

料物質の防護に関する規則の一部を改正する規則の施行日から適用することとし，それ

までの間は従前の例による。 
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附則（令和７年１２月８日 原規規発第 2512082 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年１１月１８日 原規規発第 2511183 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条及び第４０条のうち，ゼオライト土嚢等処理設備については，ゼオライト土嚢

等処理設備の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和７年９月８日 原規規発第 2509082 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第６０条及び第６１条については，１号炉原子炉建屋５階のエリアモニタ設備の運用

を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年８月２０日 原規規発第 2508201 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第６１条については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年３月２８日 原規規発第 2503282 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図については，

それぞれの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和６年１２月１８日 原規規発第 24121811 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条及び第４２条の２については，放射性物質分析・研究施設第２棟の運用を開始

した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 
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附則（令和６年４月２２日 原規規発第 2404223 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，化

学分析棟の増床部の運用開始をもって適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第 2210277 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時点から適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第４０条及び第４２条の２については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２８年１２月２７日 原規規発第 1612276 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４０条の２における水位の監視については，水位計の設置が完了した貯留設備から

順次適用する。 
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附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

２．第１７条第３項及び第４項の１号炉復水貯蔵タンク水については，運用開始時点から

適用する。 
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1.4 豪雨，台風，竜巻への対応 

1.4.1 台風・豪雨について 

高レベルの放射性汚染水を滞留・貯留している原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，

コントロール建屋，プロセス主建屋（除染装置を同建屋内に設置），サイトバンカ（第三セシウム

吸着装置を同建屋内に設置），高温焼却炉建屋（第二セシウム吸着装置を同建屋内に設置），焼却

工作建屋（セシウム吸着装置を同建屋内に設置），運用補助共用施設共用プール棟（非常用ディー

ゼル発電機を同建屋内に設置）等の既設の諸建屋は，過去の観測記録を保守的に設定している建

築基準法の暴風時の荷重を考慮している。 

以上より，台風・豪雨により建屋，機器の機能が喪失することはないが，地下階に滞留してい

る高レベルの放射性汚染水（滞留水）については，滞留水の水位の上昇が懸念される。 

気象庁 HP，気象庁観測データ（図 1.4－１参照）より，降水量 3000mm/年（平年値）を超える地

域は，東海地方，紀伊半島，四国，九州及び北陸地方等となっており，国内の最大降水量は，852mm/

日（高知県魚梁瀬，2011.7.19），2452mm/月（三重県宮川，2011.9）である。一方，福島第一原子

力発電所の周辺の観測データとしては，降水量の平年値は 2000mm 以下であり，最大降水量も

285mm/日（福島県浪江，1996.9.22），634mm/月（福島県浪江，2006.10）となっている。 

そこで，保守的に 1 日に 1000mm の降雨を想定した１～４号機建屋水位の評価を行ったところ

（降雨による影響を評価するため，降雨による建屋水位上昇の寄与率を過去の実績から算定），保

安規定に定める水位レベル（T.P.2,064mm）を超えるものの，系外流出リスクの水位レベル

（T.P.2,564mm）以下の T.P.2,311mm に留まると予測される（図 1.4－２参照）。 

以上より，保守的な豪雨を想定しても，滞留水を系外に流出することはないと考える。 

 

1.4.2 竜巻について 

原子炉建屋，タービン建屋，運用補助共用施設共用プール棟，プロセス主建屋，高温焼却炉建

屋，焼却工作建屋等の諸建屋は，鉄筋コンクリート造であるため，竜巻に対する直接的な被害は

ないと考えられる。 

原子炉圧力容器・格納容器注水設備については，高台，タービン建屋内，３号復水貯蔵タンク

等にポンプを分散配置しており，単独の竜巻で同時に機能喪失するリスクは小さいと考えるが，

万一，竜巻により全てのシステムの運転再開が時間を要する場合には，消防車を用いた注水で対

応する。また，消防車，仮設注水用機材等については分散配置し，全数が一度に機能喪失するこ

とがないように配備する。 

使用済燃料プールについては，プール上部を養生する等，実行可能な防護対策を行う。また，

使用済燃料プール水の漏えいが発生した際は，非常用電動ポンプ，消防車による注水により漏え

いの抑制を行う。 

汚染水処理設備のうち処理装置については鉄筋コンクリート造の建屋内に設置しており，竜巻

に対する直接的な被害はないと考えられる。淡水化装置は，蛇腹ハウス内に設置しており，竜巻

に対する直接的な被害を受ける可能性を否定できないが，十分な量の淡水を貯水しており，装置

停止による炉注水源への影響は小さいと考える。なお，滞留水中の塩素濃度は減少傾向にあり，

数年先には，淡水化装置をバイパスしての炉注水も可能と想定している。また，汚染水処理設備

の制御室は，コンテナ内に設置しているため，竜巻に対する直接的な被害を受ける可能性を否定
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できないが，第二セシウム吸着装置は現場制御盤での起動が可能であり，滞留水処理の早期再開

が可能である。処理水を移送しているホースについては，予備品を準備しておくこととしている。

さらに，竜巻の発生の可能性が予見される場合には，汚染水処理設備の停止・隔離弁の閉止操作

等を行い，汚染水の拡大防止を図る。また，車両などの飛来物によって塩水タンク等を破壊させ

ることがないよう，車両をタンクから遠ざける措置をとる。 

電源設備のうち所内共通Ｄ／Ｇについては，鉄筋コンクリート造の建屋内に設置しているため

竜巻に対する直接的な被害を受けることはない。所内共通Ｍ／Ｃについては，鉄筋コンクリート

造建屋又は鉄骨造建屋内に分散配置しており，全数が一度に機能喪失することがないこととして

いる。また，ケーブル電路については，屋外に布設しているため竜巻に対する直接的な被害を受

ける可能性があるが，所内共通Ｍ／Ｃについては，離れた複数の受変電設備から違う経路を使用

して受電できるようにしているため，一部のケーブルが竜巻により損傷しても，他のケーブルを

使用して所内共通Ｍ／Ｃへの供給が可能である。また，仮に受電経路が全て使用不能となった場

合もしくは所内共通Ｍ／Ｃが使用不能となり重要な負荷への電源供給ができなくなった場合には，

各設備に設置した専用の発電機で電源を確保する。さらに，電源車を使用可能な電源盤に接続し，

安全上重要な設備への電源を確保する。 

監視体制については，日常的に，作業員等は，避難ルートや避難場所を確認している。竜巻発

生が予想される場合は，気象庁から段階的に発表される「気象情報」及び「雷注意報」を把握し，

強風に対するクレーンの姿勢固定等，必要な対応を行う。竜巻発生の０～１時間前に発表される

「竜巻注意情報」が発令された場合，気象状況を適宜確認し，竜巻発生もしくは発生の恐れがあ

ると判断した場合には，作業員等へ避難指示及び所内一斉放送を実施し，作業員等は，予め確認

している避難ルートや避難場所に従って，避難を行う体制としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 HPより抜粋 

図１.４－１ 日本国内の降水量（平年値） 
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ケース 1：通常時の移送（ポンプ 2台運転） 

ケース 2：移送ポンプ増強（ポンプ 4台運転） 

図１.４－２ 大量降雨時の影響評価 

 

 



２０２６年５月２９日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の変更認可の申請 

に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について 

 

＜申請書＞ 

申請件名 コンクリートポンプ車及び高所送水車の運用廃止について 

申請概要 

コンクリートポンプ車及び高所送水車は，1号機における緊急時の注水設備として運用中であるが，１号大型カバーの上部架

構の設置に伴い，コンクリートポンプ車及び高所送水車を用いての SFP 注水ができなくなることから，当該車両の運用廃止

を行う。 
 

上記の申請に関する核セキュリティ及び保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。 
 

＜核セキュリティ及び保障措置への影響の有無＞ 

確認項目 影響の有無 備考 

核セキュリティへの影響 

① 防護対象の追加等による影響の有無 
無 

防護対象の追加等はないた

め，影響無し。 

② 侵入防止対策に係る性能への影響の有無 

無 

防護設備及び監視体制に変 

更を及ぼすものでは無いた 

め，影響無し。 

保障措置への影響 

① 設計情報質問表（DIQ:Design Information Questionnaire）

への影響の有無 
無 

変更手続きが必要な事項に

該当しないため，影響無し。 

② 査察機器の移設又は新規設置の有無 
無 

既存の査察機器との干渉が

無いため，影響無し。 

③ サイト内建物報告の観点から，恒久的な建物・構造物の新設

の有無 
無 

既報告の設備に変更が無い

ため，影響無し。 

④ 既存の査察実施方針への影響の有無 
無 

既存の IAEA 査察内容（施

策）での対応可能。 

 


